
船舶事故調査報告書 

平成３０年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月２４日 ０４時４４分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市家島西方沖 

 尾崎鼻灯台から真方位２７３°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°４１.２′ 東経１３４°２９.４′） 

事故の概要  貨物船新生
しんせい

は、南西進中、また、漁船磯
いそ

丸は、いけす
．．．

をえい
．．

航して

北進中、新生といけす
．．．

とが衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年７月３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 新生、１９９トン 

   １３４５３４、個人所有    

Ｂ 漁船 磯丸、１１トン 

   ＨＧ２－３８７９、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、六級海技士（航海） 

  機関長Ａ、六級海技士（機関限定） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口及び擦過傷 

Ｂ いけす
．．．

底部に破口及び凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａが乗り組み、南西進中、船長Ａが無資

格の機関長Ａに船橋当直を任せて船橋を離れた後、機関長Ａが、前方

を北進中のＢ船を視認し、３Ｍレンジに設定したレーダー画面を見て

漁船１隻と思い、Ｂ船の船尾方を通過するつもりで航行を続けた。 

Ａ船は、Ｂ船の船尾方に至り、機関長ＡがＢ船の灯火により照らし

出されたいけす
．．．

を認めた直後、いけす
．．．

と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、航行中の動力船の法定灯火を表

示するとともに回転灯１個を点灯し、全長約７５ｍの無灯火のいけす
．．．

を約４０～５０ｍのえい
．．

航索でえい
．．

航しながら北進していた。 

 船長Ｂは、右舷方から接近するＡ船に気付き、Ａ船がいけす
．．．

の船尾

方を通過するものと思い、航行を続けていたところ、いけす
．．．

にＡ船が

衝突する状況を認めた。 

分析  Ａ船は、船長Ａが無資格の機関長Ａに船橋当直を任せて船橋を離れ

たことから、機関長Ａが、レーダーのレンジを適宜切り替えて系統的

な観察を行うなどの見張りを適切に行うことができず、Ｂ船がえい
．．

航



していたいけす
．．．

の存在に気付くのが遅れ、いけす
．．．

と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂがいけす
．．．

を引いていることを示す法定灯火を表示し

ていなかったことから、いけす
．．．

の存在をＡ船の船橋当直者に早期に気

付かせることができず、いけす
．．．

とＡ船とが衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が南西進中、Ｂ船がいけす
．．．

をえい
．．

航して北進

中、船長Ａが無資格の機関長Ａに船橋当直を任せて船橋を離れ、ま

た、船長Ｂがいけす
．．．

を引いていることを示す法定灯火を表示していな

かったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・無資格者に単独での航海当直を任せないこと。 

 ・法定灯火を表示すること。  


